
   

  

【
砂
田
市
議
】 

下
水
道
事
業
会
計
の
公
営
企
業
会
計
化
で
下
水
道
使
用
料
の
値
上
げ

に
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
下
水
道
事
業
会
計
は
、
歳
入
と
歳
出
の
差
額
は
ゼ
ロ
だ
。
２
０
１
８

年
度
決
算
で
見
て
も
歳
入
も
歳
出
も
24
億
４
８
８
０
万
円
で
同
額
だ
。
歳
入
の
内
、
受
益
者

分
担
金
（下
水
道
への
加
入
金
）は
４
６
９
５
万
円
、
下
水
道
使
用
料
は
２
億
９
５
０
５
万
円
だ

が
、
小
矢
部
市
は
７
億
５
４
３
３
万
円
を
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
て
い
る
か
ら
だ
。 

公
営
企
業
会
計
に
移
行
し
、
独
立
採
算
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
大
変
な
受
益
者
分

担
金
や
下
水
道
使
用
料
の
値
上
げ
が
心
配
に
な
る
。 

  

【
産
業
建
設
部
理
事
】 

総
務
省
か
ら
持
続
す
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
下
水
道
事

業
の
収
益
の
見
え
る
化
、
公
営
企
業
化
が
指
導
さ
れ
（平
成
27
年
度
）、
５
年
間
の

準
備
期
間
を
経
て
令
和
２
年
か
ら
公
営
企
業
会
計
の
運
用
を
行
う
。
議
員
が
心

配
し
て
お
ら
れ
る
受
益
者
分
担
金
や
下
水
道
使
用
料
の
値
上
げ
に
つ
い
て
は
、
公

営
企
業
化
を
理
由
と
す
る
値
上
げ
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。 

   

【
砂
田
市
議
】 

上
水
道
も
下
水
道
も
、
公
益
の
た
め
だ
。
上
水
道
で
は
安
全

な
飲
料
水
を
提
供
し
市
民
の
命
と
健
康
を
保
障
す
る
こ
と
、
下
水
道
で
は
赤
痢
や

腸
チ
フ
ス
な
ど
の
病
気
が
蔓
延
す
る
の
を
防
ぎ
河
川
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
が
目

的
だ
。
小
矢
部
市
が
民
間
企
業
の
よ
う
に
経
済
的
利
益
を
上
げ
る
た
め
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
に
国
も
上
水
道
に
高
料
金
対
策

の
補
助
制
度
を
持
っ
て
い
た
し
、
そ
の
基
準
を

引
き
上
げ
て
小
矢
部
市
が
そ
の
対
象
か
ら
外

さ
れ
て
も
、
市
独
自
で
高
い
県
水
の
単
価
や
小

矢
部
市
の
地
形
的
、
自
然
的
条
件
に
よ
る
負

担
を
市
の
一
般
会
計
で
補
っ
て
き
た
。
下
水
道

事
業
に
も
国
の
高
資
本
対
策
の
補
助
制
度
が

あ
る
。
小
矢
部
市
の
地
形
的
自
然
的
条
件
、

散
居
村
を
抱
え
る
歴
史
的
条
件
に
配
慮
し
た

一
般
会
計
か
ら
の
補
填
は
欠
か
せ
な
い
。 

 

【
産
業
建
設
部
理
事
】 

下
水
道
事
業
の
財
源
は
国
庫
補
助
、
地
元
負
担
と

し
て
受
益
者
負
担
金
・分
担
金
の
他
、
下
水
道
事
業
債
で
ま
か
な
っ
て
お
り
、
使
用

料
は
維
持
管
理
費
な
ど
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
は
下

水
道
事
業
債
の
元
利
償
還
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
公
営
企
業
会
計
に
移
行
し
て
も

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
制
度
は
欠
か
せ
な
い
。 

   

【
砂
田
市
議
】 
散
居
村
に
お
け
る
合
併
処
理
浄
化
槽
の
取
り
扱
い
は
ど
う

な
る
か
。
下
水
道
料
金
と
の
差
額
を
補
填
す
る
制
度
は
、
環
境
省
で
も
小
矢
部
市

の
取
り
組
み
を
た
い
へん
注
目
し
て
い
た
。 

 

【
産
業
建
設
部
理
事
】 

合
併
処
理
浄
化
槽
を
実
施
し
て
い
る
区
域
で
は
、
合

併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
、
単
独
浄
化
槽
撤
去
費
補
助
、
合
併
処
理
浄
化
槽
維

持
管
理
補
助
、
浄
化
槽
な
ど
に
伴
う
改
造
資
金
利
子
補
給
補
助
を
実
施
し
て
お

り
、
公
営
企
業
会
計
へ移
行
し
て
も
そ
の
取
り
扱
い
は
変
更
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。 
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【
砂
田
市
議
】 

近
年
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
で

豪
雨
災
害
が
全
国
的
に
多
発
し
て
い
る
。
１１
月
２６

日
に
市
内
３
会
場
で
開
い
た
市
議
会
報
告
会
（正
得

公
民
館
、
水
島
公
民
館
、
総
合
会
館
）で
、
豪
雨
災

害
対
策
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご

意
見
を
伺
い
、
た
い
へ
ん
参
考
に
な
っ
た
。
特
に
河
川

豪
雨
対
策
に
つ
い
て
は
、
一
つ
は
河
川
の
浚
渫
、
川
底

の
掘
削
。
も
う
一
つ
は
ダ
ム
の
洪
水
対
策
、
特
に
豪
雨

が
予
測
さ
れ
る
と
き
に
事
前
放
流
す
る
こ
と
だ
っ

た
。 ①

小
矢
部
川
や
庄
川
の
川
底
の
浚
渫
、
②
堤
防
の

補
強
、
越
流
対
策
、
③
既
存
ダ
ム
の
事
前
放
流
に
つ
い

て
伺
う
。 

   

【
産
業
建
設
部
長
】 

小
矢
部
川
、
庄
川
の
水
害
対

策
に
つ
い
て
は
、
平
成
３０
年
７
月
の
豪
雨
を
ふ
ま
え
て
重

要
イ
ン
フ
ラ
点
検
が
国
土
交
通
省
で
実
施
さ
れ
、
そ
の

結
果
、
現
在
、
対
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

①
川
底
の
浚
渫
で
は
、
本
年
度
よ
り
河
道
内
の
土
砂

の
堆
積
、
樹
木
の
繁
茂
に
起
因
し
た
洪
水
の
流
れ
に
よ
る

堤
防
浸
食
を
防
ぐ
た
め
、
小
矢
部
川
支
流
の
渋
江
川
・

矢
水
町
地
区
、
庄
川
で
は
下
流
部
の
高
岡
市
上
高
岡
地

区
、
射
水
市
大
門
地
区
で
の
河
道
掘
削
や
樹
木
伐
採
工

事
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

②
堤
防
補
強
や
越
流
対
策
で
は
、
小
矢
部
川
で
は
高

岡
市
高
田
島
地
区
で
の
堤
防
の
浸
透
破
壊
対
策
工
事
、

庄
川
で
は
砺
波
市
太
田
地
区
、
高
岡
市
上
高
岡
地
区
、

射
水
市
大
門
地
区
で
の
急
流
河
川
対
策
の
護
岸
工
事
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。
本
市
と
し
て
は
国
に
対
し
て
事
業
の

進
捗
や
拡
充
を
要
望
し
て
ま
い
り
た
い
。 

   

③
国
土
交
通
省
で
は
異
常
降
雨
の
頻
発
化
に
備
え
た

効
果
的
な
ダ
ム
の
洪
水
調
整
機
能
に
関
す
る
現
状
と
課

題
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
各
ダ
ム
管
理

者
に
対
し
て
事
前
放
流
に
関
係
す
る
ダ
ム
下
流
域
の
河

川
管
理
者
、
市
町
村
、
沿
線
住
民
、
利
水
権
者
な
ど
の

連
携
、
調
整
な
ど
の
ソ
フ
ト
対
策
整
備
が
必
要
で
あ
る

一
方
、
事
前
放
流
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
想

定
し
た
雨
量
が
降
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
後
の
利
水

機
能
に
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
関
係
者
の
間
で
整
理
し
た
上
で
取

り
組
む
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

   

【
砂
田
市
議
】 

境
川
ダ
ム
に
お
け
る
上
水
道
用

水
と
し
て
の
未
利
用
水
量
分
１
１
．
５
万
ト
ン
分
を
、

洪
水
対
策
に
ま
わ
す
こ
と

（境
川
ダ
ム
の
水
は
一
滴
も

小
矢
部
市
に
来
て
い
な
い

が
、
県
水
の
料
金
に
そ
の
建

設
費
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
分
を
洪
水
対
策
に

ま
わ
し
、
ダ
ム
貯
水
量
を
減

ら
し
て
豪
雨
に
備
え
る
。
洪

水
対
策
で
あ
れ
ば
そ
の
費
用

は
国
・県
が
負
担
す
る
）。 

 

【
産
業
建
設
部
理
事
】 

県
は
未
利
用
の
日
量
１

１
．
５
万
ト
ン
に
つ
い
て
、
将
来
の
水
需
要
の
発
生
や

渇
水
、
災
害
の
発
生
な
ど
に
備
え
る
た
め
に
必
要
な

水
源
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
改
め
る
と
な
る
と
県
西
部

水
道
用
水
供
給
事
業
に
参
加
し
て
い
る
４
市
（小
矢

部
市
、
高
岡
市
、
射
水
市
、
氷
見
市
）と
県
で
深
く
協

議
し
て
い
く
課
題
と
考
え
て
い
る
。 

市 

市 

市 

市 

市 

市
も
確
認 


